
 

 

 

 

 

 

緊急事態宣言に伴う組合員活動に関するお知らせ 

 

私たち生活クラブ埼玉は、新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言を受け、配送や

デポー(店舗)を通じて組合員へ消費材を届けることを最優先に取り組むことを再確認します。    

従事者は引き続き感染防止対策を徹底するとともに、一人ひとり、健康管理と感染予防に

努めながら共同購入事業をすすめます。 

 

また、秋から再開した組合員活動は、組合員同士や組合員と生産者をつなぐために大切な

活動であることを確認し、対面を中心とした活動については自粛、または非対面対応の工夫

により感染拡大を防ぎながら以下の通り活動を継続します。 

 

① 会議・イベント等…オンラインやソーシャルディスタンスの工夫等により、感染防止対 

策を徹底して実施します。 

② 組合員活動施設の活用…サークル活動や地域団体への貸し出しは、緊急事態宣言期間中 

は基本的に見合わせます。組合員が利用する場合も、飲食は行 

わず感染防止対策を徹底します。 

③ 広報活動…機関紙・ニュース等の発行、SNS による発信に取り組みます。 

④ エッコロ制度…ケアを頼む人、頼まれる人相互が十分意思確認を行った上で活用します。 

エッコロコーディネートは両者の了承があった場合に限りつなぎます。 

※感染症が確認されている方のケアは行いません。 

（エッコロ制度ルール通り） 

⑤ 支部大会等…書面やオンライン開催を検討します。 

 

組合員のみなさんへ 

感染拡大を予測していたとはいえ、今回の緊急事態宣言により、再び経済活動の縮小や外

出制限、企画の中止や延期といった状況が始まります。会って語り合うことが減り、お互いの

状況が分かりづらくなることで、心身の健康バランスを崩すことのないよう、支えあう気持

ちを大切に過ごしていきたいと思います。 

また、注文の集中や想定外の欠品など、予測できない事態が起こることも考えられますが、

お互いの状況を思いやれる、そんな生活クラブでありたいと願います。 

感染症の流行は、環境破壊と深い関係にあるといわれています。気候変動を食い止め、環境

を守ることは、私たち自身の命を守ることです。 

あらためて生活クラブのこれからと、私たちの未来について一緒に考え行動していきまし

ょう。 
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「スピカ」は農業の女神であ

る乙女座の 1 等星です 


